
５グランドルールの会入会契約書

株式会社つくるひと（以下「甲」という）と「　　　　　　　　」（以下「乙」とい
う）とは、乙が甲の開設する５グランドルールの会（以下「当会」という。）に入会
するにあたり、次のとおり本契約を締結する。なお、本契約において、当会への入会
後の乙を「会員」という。

（目的）
第１条　当会は、甲のオリジナルメソッド「5GROUND RULES」を使ったコミュニ

ケーション能力向上を全世界に広めていくこと（以下、「本事業」という。）
を目的とする。
２　「5GROUND RULES」は、「５GROUND　RULES」の名称及び内容の他、
教材、教え方、講義方法も含む、コミュニケーション能力向上のためのメソッ
ドである。 
３　本契約は、当会の入会及び入会後の甲乙の権利義務について定めることを目
的とする。

（会員の権利）
第２条　会員は、一般会員（５グランドルールカンパニー）と、普及活動会員（５グ

ランドルールコーチ）の２種とする。

（一般会員（５グランドルールカンパニー））
第３条　一般会員（５グランドルールカンパニー）は、法人および個人が会員となる

ことができる。
２　一般会員（５グランドルールカンパニー）は、本契約に定める範囲において、
法人又は個人が自己使用（当該会員限りでの使用）に限り、「5GROUND　
RULES」を使用することができる。
３　一般会員（５グランドルールカンパニー）が法人である場合、法人に属する
役職員が「５GROUND　RULES」を第三者（当該法人の親子会社、関係会社
も第三者に含まれる。）に開示、提供、使用する場合は、役職員個人において
普及活動会員（５グランドルールコーチ）の資格を取得しなければならない。

（普及活動会員（５グランドルールコーチ）
第４条　普及活動会員（５グランドルールコーチ）は、個人のみが会員となることが
できる。

２　普及活動会員（５グランドルールコーチ）は、本契約書に定める範囲におい
て、第三者に対し実施する講演、講義、研修、コンサルティングなどに
「5GROUND RULES」を利用する。
３　法人が事業として「５GROUND　RULES」の全部または一部を使用する事
業を営もうとする場合、当該法人は、当該事業を担当する全ての役職員を普及
活動会員（５グランドルールコーチ）としなければならない。



（入会資格及び申請）
第５条　乙は、次の要件を満たす場合、当会に入会申請をすることができる。
　　　（１）デキル。株式会社又は甲の開催する講座で「5GROUND RULES」を使用
した　　　　　    講座を受講していること。 
　　　（２）その他甲が必要とする講座の受講、受講の修了、資格、実績を有してい

ること。 
　　２　乙は、入会の申請に当たり、甲の指示に従い、甲の指定する申請書及び添付

書類を提出する。

（入会許可、認定証の発行）
第６条　甲は、乙の入会申請書及び添付書類の提出を受けた後、速やかに入会審査を

実施する。ただし、甲が必要と認めるときは、甲は、乙に対し面接による質疑
応答、書面の追加提出、指定講座「５グランドルール講座：全3時間／受講料金
１万円（税抜）」の受講を求めることができる。

　　２　甲が乙の当会への入会を許可したときは、甲は、乙に対し、電子メール又は
書面にて入会審査通過を通知する。ただし、会員資格は、乙が入会金及び年会
費の全額を甲に納付完了した時に付与され、乙は会員となる。

　　３　甲は、次条に定める入会金の入金を確認したときは、乙に対し会員認定書を
交付し、当該書面の交付をもって乙は当会の会員としての資格を取得する。

　　４　入会審査は甲の専権により行われるものとし、甲は、審査の内容、審査結果
についての意義、問い合わせについて一切応じる義務を負わないものとする。

（入会金）　
第７条　乙が甲から入会審査通過の通知を受領したときは、甲の指定日までに甲指定

の預金口座に次の入会金及び消費税相当額を全額振込支払うものとする。ただ
し、振込に要する手数料は、乙の負担とする。

　　　（１）一般会員（５グランドルールカンパニー）　　　
　　　　　　入会金　５，０００円（税別）
　　　（２）普及活動会員（５グランドルールコーチ）　
　　　　　　入会金　５，０００円（税別）

（年会費）
第８条　乙は、甲に対し、入会審査通過の通知を受領したときは、甲の指定日までに

甲指定の預金口座に本条３項に定める年会費及び消費税相当額を振込支払うも
のとする。振込に要する手数料は乙の負担とする。 

　　　　ただし、当年４月１日（以下「年度開始日」という。）から翌年３月３１日
（以下「年度締日」という。）までを１年度とし、乙が１年度の途中で入会し
た場合、乙は、次の計算式に基づき、年会費を１２等分した金額に、入会日（入
会審査通過通知日）の属する月（当月を含む。）から年度締日の月までの月数
を乗じた金額を支払うものとする。 



　　　【計算式】 
　　　　年会費（税別）÷１２カ月×（入会日から年度締日までの月数）×消費税率 

２　会員は、毎年３月３１日までに翌年度の年会費（ただし、１年度は当年４月
１日から翌年３月３１日までとする。）として、甲指定の預金口座に次の年会
費及び消費税相当額を全額振込支払うものとする。ただし、振込に要する手数
料は、乙の負担とする。 
３　前項に定める会員の年会費は別紙料金表に従うものとする。なお、役職員数
は、入会日又は年度開始日における乙の役職員（社外役員、無期雇用・有期雇
用、パート、アルバイト、派遣社員、業務委託による常駐者も含む。）の人数
に従う。

　　４　甲は、乙が年度締日において、甲又は甲の指定する会社の発行する別紙資格
ライセンス表の資格若しくはライセンス（以下、「年会費免除資格」）を有効
に有している場合、次年度の年会費の支払いを免除する。ただし、乙が年会費
免除資格を喪失又は抹消、取消しされたとき（以下「喪失等」）は、喪失等の
月から次の計算式に基づき、年会費を支払うものとする。 

　　　【計算式】 
　　　　年会費（税別）÷１２カ月×（喪失等の月から年度締日までの月数）×消費税
　　

（普及活動会員（５グランドルールコーチ）の活動）
第９条　普及活動会員（５グランドルールコーチ）は、甲の開発した「5GROUND 

RULES」を適正に普及させるための活動を行う。
２　普及活動会員（５グランドルールコーチ）が前項の活動を遂行するために、
甲は、当会を通じ、普及活動会員（５グランドルールコーチ）に対し、本契約
事項を遵守することを条件として、次の権限を付与する。

　　　（１）「5GROUND RULES」を利用した講義、講演、教室（以下、「講演等」
という。）を開催すること

　　　（２）「5GROUND RULES」の商標や、テキスト等を講演等に使用する行為
（ただし、改変、翻案、二次的著作物の制作、及び講演等の資料やテキス
ト以外の物品に使用する行為についてはこの限りではなく、甲の指示に従
うものとする。）

　　　（３）「5GROUND RULES」の資料の提供を受けること
　　　（４）当会会員である旨を表示すること。

３　乙は、講演等の開催が乙の責任にて開催するものであり、甲または当会が講
演等のあっせん、推薦、その他提供を行わないことを確認する。
４　普及活動会員（５グランドルールコーチ）の権利は、乙が会員資格を喪失し
たときに自動的に喪失する。

（講演等の実施）
第10条　普及活動会員（５グランドルールコーチ）が講演等を開催するにあたり、普

及活動会員（５グランドルールコーチ）は、「5GROUND RULES」の正しい理



解と使用方法を受講者に伝えるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

　　　（１）事前に甲が承認したテキスト、カリキュラム、資料を使用すること。
　　　（２）事前に甲が提供したデータ「5gr_print.pdf」を開催する講座の参加者に 

配布し、プレゼンテーションのスライド表示は「5gr_presentation.pdf」を
使用すること。

　　　（３）講演等で使用するテキスト、カリキュラム、その他資料において
「5GROUND RULES」及び、著作権者として甲の名称を表示すること。

　　　（４）講演等の参加者による「5GROUND RULES」の無断使用等を防止するた
めに、甲の指定する誓約書、同意書を取りつけること。

　　　（５）甲が承認したもの以外に参加者へテキスト、カリキュラム、その他資料、
甲が提供したデータ「5gr_presentation.pdf」の交付（電子データでの送信
を含む。）を行わないこと。

　　　（６）参加者に対して不快な思いをさせないよう、礼節を尽くし、当会の名
誉、信用を毀損しないように善良なる管理者の注意を尽くすこと。

２　普及活動会員（５グランドルールコーチ）は、講演等の受講者に対し、
「5GROUND RULES」に関する資格、ライセンス、修了証明など一切の認
定、及び使用権を含む権利の付与を行ってはならない。
３　講演等の参加者その他第三者に損害が生じた場合又は紛争やトラブルが発生
した場合、乙の責任と負担にて対応するものとし、甲は、当該参加者又は第三
者に対する責任から免責されるものとする。
４　講演等について参加者その他第三者から甲に対し、問い合わせ等がなされた
場合、甲は会員に対し、当該問い合わせ等への対応を求めることができ、会員
は適切に対応するものとする。
５　本条第１項乃至第４項の定めは、会員資格喪失後も乙に対し有効に適用され
るものとする。

（活動結果の報告）
第11条　普及活動会員（５グランドルールコーチ）は、甲に対し、毎年６月１５日、

１２月１５日、に次の事項を記載した甲の指定する報告書を提出し活動結果を
報告する。

　　　（１）講演等の開催回数、日時、場所
（２）参加者数

　　２　甲は、普及活動会員（５グランドルールコーチ）に対して、必要があるとき
は講演等に使用したテキスト等の資料の提出を求めることができ、普及活動会
員（５グランドルールコーチ）はこれに応じるものとする。 

　　３　一般会員（５グランドルールカンパニー）は、甲からの求めがあったときは、
当該会員における「５GROUND　RULES」の活用の方法、活用の成果などの
報告やレポートの提出に協力するものとする。

　　４　本条第２項の定めは、会員資格喪失後も乙に対し有効に適用されるものとす
る。 



（会員名簿）
第12条　甲は、当会の会員名簿を作成し、会員名簿をウェブサイトを含む方法で公開

することができる。
２　乙は、当会および甲に対し、当会および甲が会員名簿に乙の名称、氏名、連
絡先、実績、会員の種別、資格の得喪等の乙に関する情報を掲載し、公開する
ことを予め承諾する。

（知的財産権）
第13条　カリキュラム、テキスト、その他の本事業に関連して甲から受領し、又は開

示を受けた資料、その他一切の情報に基づいて甲又は乙が発明を行い、又は実
用新案、意匠、商標、ノウハウを創作した場合、特許、実用新案、意匠、商標、
ノウハウに関する知的財産権は、その登録を申請する権利を含め、全て甲に帰
属する。 

　　２　乙は、甲の知的財産権を尊重し、「5GROUND　RULES」の普及のため、
「5GROUND　RULES」や甲の知的財産権の侵害、又は侵害のおそれを発見し
たときは、直ちに甲へ通知するものとする。

（著作権及びノウハウの利用）
第14条　乙は、本事業に関連し、甲から受領し又は開示された資料に基づく著作権、

ノウハウ（以下、「本著作権等」という。）について、会員資格の維持を条件
に、本契約及び会員の種類に従った自己使用又は講演等の開催のためにのみ使
用することができる。

　　２　本著作権等の改変、翻案、翻訳による著作権及びノウハウ、又は本著作権等
の二次的著作物についての権利は、原始的に甲に帰属するものとし、甲の事前
の承諾なく使用してはならない。

　　３　乙は、会員資格喪失と共に、自動的に本著作権等を第三者に開示、利用する
権利を喪失する。

　　４　甲は、乙が本条に違反した場合、乙に対し、使用の差止、損害賠償の請求を
行うことができる。

　　５　甲は、前項の損害賠償について、乙の講座等の直近２年間における受講者数
に３万６０００円を乗じた金額を甲の被った損害とみなすことができる。

（競業避止）
第15条　乙は、本契約期間中及び本契約終了後３年間、本事業に類似する事業、

「5GROUND RULES」に類似するメソッドを使用した事業を行ってはならな
い。

（免責）
第16条　甲は、本事業及び本契約において次の事項について保証せず、また免責され

るものとする。



（１）会員資格の経済的価値又は会員資格による乙の収益の増加、名誉、信用
等の一切の利益

（２）乙の開催する講演等による乙の収入、その他の利益
　　　（３）講演等の資料における完全性、正確性、効果、効能等
　　　（４）講演等において参加者又は第三者に生じた損害

（個人情報の取扱い）
第17条　　甲は乙から講演等の参加者の個人情報を取得した場合は、甲において定め

る利用目的の達成に必要な範囲で同情報を取扱うものとする。
　　　２　甲及び乙は、自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱

業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同
法に関連する各種のガイドラインを遵守し、個人情報を適正に取扱うものと
する。

　　　３　乙は、甲または当会に対し、個人情報を含む乙の情報を次の場合に開示す
ることを承諾する。
（１）当会で作成する会員名簿及びホームページ、パンフレットなどの資料
に会員の名称、氏名、連絡先、実績、資格の得喪等の情報を掲載・掲示
する場合。 

（２）乙の講演等の参加者から問い合わせがなされた場合、当該参加者に対
し乙の連絡先を開示する場合。

　　　　（３）乙が当会の退会、除名等により、会員資格を喪失したことを参加者に
通知する場合。

（秘密保持）
第18条　乙は、本契約の締結及び業務遂行に際して知り得た、甲及び当会の事業、人

事、企画、営業、商品又は役務の原価等に関する一切の情報を秘密情報とし
て、善良なる管理者の注意をもって取り扱い、甲の事前の書面による同意な
く自ら利用し又は第三者に開示・漏洩してはならない。

　　　２　乙が前項の義務に違反し、又は違反する恐れがあると甲が認めた場合、直
ちに乙に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを
求めることができる。

（退会）
第19条　乙は、３カ月以上前に甲に通知を行うことにより、本契約を解約し、当会を

退会することができる。
　　２　前項により退会が行われた場合であっても、甲が乙から受領した入会金、年

会費、ライセンス料、受講料、受験料等は、一切返還されないものとする。
　　３　乙は、第１項の退会の通知を行ったときは、通知日以降開催される講座等の

受講者に対し、事前に当会退会予定である旨を通知しなければならない。

（解除と会員資格の喪失）



第20条　　乙が次のいずれかの事由に該当した場合、甲は本契約を解除し、当会から
除名とし、乙の会員資格を喪失させることができる。

　　　（１）甲の同意なく第三者に対し、各講座のカリキュラム内容の情報の配布、
頒布、貸与及び販売を行った場合

　　　（２）甲の同意なく「5GROUND RULES」内容を改変し使用した場合
　　　（３）本契約の各条項又は法令に違反した場合
　　　（４）講演等の開催について、故意または過失により虚偽の通知又は報告を行っ

た場合
　　　（５）公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
　　　（６）甲の事業活動を妨害する等により、甲の事業活動に悪影響を及ぼした場

合
　　　（７）会員資格の付与を受け続けることが妥当でないと甲が判断した場合
　　２　前項による他、原因の如何を問わず本契約が終了した場合、甲が乙から受領

した入会金、年会費、ライセンス料、受講料、受験料等は、一切返還されない
ものとする。

　　３　原因の如何を問わず、本契約が解除、解約された場合、乙の会員資格は自動
的に喪失するものとする。

（資料・情報等の返還）
第21条　乙は、事由の如何を問わず、会員資格を喪失又は退会した場合、又は甲の要

請があった場合、直ちに入会許可書、カリキュラム、テキスト、その他の本事
業に関連して甲から受けた資料、その他一切の情報を甲へ返還するものとする。

（会員資格喪失についての公示）
第22条　甲は、原因の如何を問わず会員資格を喪失又は退会した場合、会員同士のコ

ミュニケーション、情報交換における混乱、当会の秘密情報の流出、受講者へ
の説明責任等の観点から、当会会員又は会員の講演等の受講者に乙が会員資格
を喪失した旨を通知し、甲または当会のホームページ上に会員資格喪失の事実
を公示することができるものとし、これにより乙に生じた損害について一切責
任を負わないものとする。また、乙は、甲に対し、異議を述べないものとする。

　　２　乙の責めに帰すべき事由により、乙が会員資格を喪失した時は、他の会員及
び受講者への注意喚起、その他当会の信用回復の目的により、甲は、前項の通
知又は公示に加え、乙の資格喪失理由について通知又は公示することができ、
これにより乙に生じた損害について一切責任を負わない。また、乙は、甲に対
し、異議を述べないものとする。

（損害賠償）
第23条　乙が故意又は過失により本契約に違反し、これにより甲に損害を与えた場

合、甲に生じた一切の損害を賠償する。



２　乙が開催する講演等において、乙が第三者に対し損害を与えた場合において
も、甲は当該第三者に対し何らの責任を負わない。
３　前項において、第三者から、甲に対し請求がなされた場合、乙は、乙の責任
と負担において対応すると共に、甲が当該第三者に対し支払った賠償金又は補
償金その他解決金について賠償する。

（契約上の地位の承継）
第24条　甲は、本契約又は更新契約により生じた一切の権利義務又は契約上の地位を

第三者に承継することができるものとし、乙は、かかる権利義務又は地位の
承継について異議なくこれを承諾するものとする。

（反社会的勢力の排除）
第25条　甲及び乙は、①自己又は自己の役職員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でな

くなった時から５年を経過しないこと、暴力団準構成員、暴力団関係企業・
団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、そ
の他これらに準ずる反社会的勢力（以下、これらを総称して「反社会的勢力」
という）であること、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にあ
ること、②反社会的勢力が自己の事業活動を支配し又は実質的に関与してい
ること、③本契約の履行が反社会的勢力の活動を助長するものであり又はそ
のおそれがあることのいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって
も該当しないことを誓約する。
２　甲及び乙は、反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便
宜の提供、もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持っては
ならない。
３　甲及び乙は、相手方が本条の規定に違反した場合、何らの催告等の手続を
要せず、本契約を解除することができる。この場合、解除をした当事者は他
方当事者に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の
提供の義務を負担しない。
４　本条の規定への違反の適用については、テレビ局、日刊新聞社その他の報
道機関から反社会的勢力である旨の報道がなされた場合には、反社会的勢力
と推定する。
５　前項の場合、その相手方は、反社会的勢力と推定された当事者に対し、相
当な期間を定めて反社会的勢力に該当しないことを証する資料の提出を請求
することができる。
６　前項の期間内に反社会的勢力に該当しないことを証する資料の提出がなさ
れない場合は、その相手方は、当該当事者を反社会的勢力とみなすことがで
きる。
７　第３項によって解除をした当事者は、他方当事者に対する損害賠償の義務
を負わず、他方当事者に対する損害賠償の請求を妨げられない。

（有効期間）



第26条　本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。但し、契約期間満了
の１ヶ月前までに一方当事者より別段の書面による意思表示がなされない場合、
新たな期間を1年間として自動更新されるものとし、以後も同様とする。

　　２　前項の規定に関わらず、乙が会員となり、会員資格を喪失又は退会するまで
の間、本契約は有効に存続するものとする。

　　３　本契約の終了により、乙は、会員資格を自動的に喪失するものとする。

（権利譲渡の禁止）
第27条　乙は、本契約上の地位、及び本契約により生じる一切の権利を第三者に譲渡

し、又は担保に供する等の処分をしてはならない。但し、甲の書面による承
諾を取得した場合はこの限りではない。

（契約内容の変更）
第28条　本契約の内容は、書面をもって変更することができる。

（訴訟管轄）
第29条　本契約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京

地方裁判所を専属の管轄裁判所とする。

上記契約の成立を証するため、本契約書２通作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通所
持する。

　

　　20　　年　　　月　　日

甲　東京都世田谷区成城2丁目34番13号
　　株式会社つくるひと
　　代表取締役　小野裕子

乙



年会費料金表

一般会員 
（５グランドルールカンパニー）

年会費 
（1年度は当年4月1日から
翌年3月31日までとする）

個人又は役職員数１人から9人 12,000円（税別）

役職員数10人から49人 15,600円（税別）

役職員数50人から99人 18,000円（税別）

役職員数100人から299人 21,600円（税別）

役職員数300人以上 24,000円（税別）

普及活動会員 
（５グランドルールコーチ） 30,000円（税別）



 

次年度年会費免除資格

1 QM戦略仕組みづくり

2 理念ロケットエンジニア

3 自己発見コーチ

4 88の質問コンサルタント

5 デキルファシリテーター

6 イノベーションデザイナー

7 イノベーションコンサルタント


